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運用報告書（全体版） 

オーストラリア好利回り 
３資産バランス（年２回決算型） 
 

愛称：実りの大地 

 
 

第２期（決算日：2019年３月15日） 
 

 

 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、お手持ちの「オーストラリア好利回り３資産

バランス（年２回決算型）」は、去る３月15日に第２

期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご

報告申し上げます。 

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商 品 分 類 追加型投信／海外／資産複合 

信 託 期 間 2028年３月15日まで（2018年３月５日設定） 

運 用 方 針 

ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
受益証券、ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファン
ド受益証券およびＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザー
ファンド受益証券への投資を通じて、主としてオーストラ
リアの債券、株式および不動産投資信託証券等に投資を行
います。なお、豪ドル預金等を活用することがあります。 
債券、株式および不動産投資信託証券への資産配分比率は原
則として40：40：20を維持することを基本とします。なお、
資産配分比率は投資環境等に応じて見直すことがあります。 
投資環境の大幅な悪化が予想される場合には、株式および
不動産投資信託証券の実質組入比率を引き下げる一方、豪
ドル預金等の組入比率を引き上げ、投資リスクの抑制を図
ります。 
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行いません。 
各マザーファンドの運用にあたっては、ＡＭＰキャピタル・
インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委
託します。 

主要運用対象 

ベビーファンド 

ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券
マザーファンド受益証券、ＡＭＰ オースト
ラリア高配当株式マザーファンド受益証券
およびＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマ
ザーファンド受益証券を主要投資対象とし
ます。 

Ａ Ｍ Ｐ  
オーストラリア・ 
ハイインカム債券 
マザーファンド 

オーストラリアの企業が発行する普通社債、
劣後債および優先証券等を主要投資対象と
します。 

Ａ Ｍ Ｐ 
オーストラリア 
高 配 当 株 式 
マザーファンド 

オーストラリアの株式を主要投資対象とし
ます。 

Ａ Ｍ Ｐ 
オーストラリア 
Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 
マザーファンド 

オーストラリアの不動産投資信託証券を主
要投資対象とします。 

主な組入制限 

ベビーファンド 
株式への実質投資割合に制限を設けません。 
外貨建資産への実質投資割合に制限を設け
ません。 

Ａ Ｍ Ｐ  
オーストラリア・ 
ハイインカム債券 
マザーファンド 

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 

Ａ Ｍ Ｐ 
オーストラリア 
高 配 当 株 式 
マザーファンド 

株式への投資割合に制限を設けません。 
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 

Ａ Ｍ Ｐ 
オーストラリア 
Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 
マザーファンド 

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 

分 配 方 針 

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
す。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水
準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、
分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあり
ます。 

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）

本資料 の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○設定以来の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

株   式 
組入比率 

株   式 
先物比率 

債   券 
組入比率 

債   券 
先物比率 

投資信託 
証   券 
組入比率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万円 

2018年３月５日 10,000 － － － － － － － 10 

１期(2018年９月18日) 10,149 145 2.9 37.7 － 37.8 △0.0 18.9 9,269 

２期(2019年３月15日) 10,270 155 2.7 38.2 － 37.8 △0.2 19.3 15,378 
 

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 

（注） 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組

入比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 

（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。 
 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 株   式 

組 入 比 率 
株   式 
先 物 比 率 

債   券 
組 入 比 率 

債   券 
先 物 比 率 

投 資 信 託 
証   券 
組 入 比 率  騰 落 率 

(期  首) 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

2018年９月18日 10,149 － 37.7 － 37.8 △0.0 18.9 

９月末 10,304 1.5 36.8 － 37.2 △0.5 18.6 

10月末 9,824 △3.2 39.0 － 37.4 △0.3 18.9 

11月末 10,203 0.5 38.9 － 37.3 △0.5 19.2 

12月末 9,549 △5.9 38.5 － 37.7 △1.7 19.3 

2019年１月末 9,971 △1.8 38.9 － 37.8 △0.3 20.0 

２月末 10,278 1.3 38.7 － 37.8 0.8 18.9 

(期  末)        

2019年３月15日 10,425 2.7 38.2 － 37.8 △0.2 19.3 
 

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組

入比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 
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オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）

○１万口当たりの費用明細 (2018年９月19日～2019年３月15日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 78  0.785  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 
           （期中の日数÷年間日数） 

 （ 投 信 会 社 ） ( 45)  (0.450)  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 
等の作成等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） ( 31)  (0.314)  交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 
の対価 

 （ 受 託 会 社 ） (  2)  (0.021)  ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

（b） 売 買 委 託 手 数 料 8   0.082   (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 

 （ 株  式 ） (  6)  (0.056)   

 （ 投 資 信 託 証 券 ） (  2)  (0.024)   

 （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） (  0)  (0.002)   

（c） 有 価 証 券 取 引 税 0   0.001   (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 

 （ 投 資 信 託 証 券 ） (  0)  (0.001)   

（d） そ の 他 費 用 16   0.162   (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） ( 15)  (0.151)  有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 

 （ 監 査 費 用 ） (  0)  (0.002)  ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 

 （ そ の 他 ） (  1)  (0.008)  信託事務の処理等に要するその他諸費用 

 合 計 102   1.030    

期中の平均基準価額は、9,989円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド

に対応するものを含みます。 
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 
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オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）

○売買及び取引の状況 (2018年９月19日～2019年３月15日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド 2,071,247 2,591,140 245,136 310,700 

ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド 1,239,406 1,350,570 373,613 425,430 
ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド 2,672,551 2,672,000 463,220 462,650 

 
 
 

○株式売買比率 (2018年９月19日～2019年３月15日) 

 

項 目 
当 期 

ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド 

(a) 期中の株式売買金額 4,794,954千円 
(b) 期中の平均組入株式時価総額 5,307,463千円 

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.90   
 

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2018年９月19日～2019年３月15日) 

 

＜オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 15,703 445 2.8 13,754 － － 

平均保有割合 60.3%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

 

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 
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オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）

＜ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 2,620 675 25.8 351 83 23.6 

平均保有割合 99.8%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

 

＜ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 1,297 274 21.1 427 127 29.7 

平均保有割合 86.3%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 
 

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはモル
ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。 

 

○組入資産の明細 (2019年３月15日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド 2,943,206 4,769,317 6,045,586 

ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド 1,634,152 2,499,946 3,042,184 

ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド 3,547,526 5,756,857 6,049,881 
 
 
 

親投資信託残高 
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オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）

○投資信託財産の構成 (2019年３月15日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド 6,045,586 38.4 

ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド 3,042,184 19.3 

ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド 6,049,881 38.5 

コール・ローン等、その他 590,323 3.8 

投資信託財産総額 15,727,974 100.0 
 

（注） ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（9,498,573千円）の投資信託財産総

額（9,597,703千円）に対する比率は99.0％です。 

（注） ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（3,456,861千円）の投資信託財産総額（3,471,704

千円）に対する比率は99.6％です。 

（注）ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（6,019,739千円）の投資信託財産総額

（6,095,884千円）に対する比率は98.8％です。 

（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは

以下の通りです。 

１アメリカドル＝111.94円 １オーストラリアドル＝79.24円   
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オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年３月15日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 15,727,974,308   

 コール・ローン等 553,041,577   

 ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド(評価額) 6,045,586,788   

 ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド(評価額) 3,042,184,707   

 ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド(評価額) 6,049,881,236   

 未収入金 37,280,000   

(B) 負債 349,840,611   

 未払収益分配金 232,088,275   

 未払解約金 9,087,023   

 未払信託報酬 108,404,917   

 未払利息 280   

 その他未払費用 260,116   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 15,378,133,697   

 元本 14,973,437,102   

 次期繰越損益金 404,696,595   

(D) 受益権総口数 14,973,437,102口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,270円 
 
＜注記事項＞ 

①期首元本額 9,133,798,823円 

期中追加設定元本額 6,325,496,493円 

期中一部解約元本額 485,858,214円 

また、１口当たり純資産額は、期末1.0270円です。 

○損益の状況 (2018年９月19日～2019年３月15日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △     70,753   

 受取利息 162   

 支払利息 △     70,915   

(B) 有価証券売買損益 593,172,221   

 売買益 614,470,655   

 売買損 △ 21,298,434   

(C) 信託報酬等 △108,678,336   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 484,423,132   

(E) 前期繰越損益金 △166,658,597   

(F) 追加信託差損益金 319,020,335   

 (配当等相当額) (       51,208)  

 (売買損益相当額) (  318,969,127)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 636,784,870   

(H) 収益分配金 △232,088,275   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 404,696,595   

 追加信託差損益金 319,020,335   

 (配当等相当額) (    9,487,389)  

 (売買損益相当額) (  309,532,946)  

 分配準備積立金 85,676,260   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

 

②分配金の計算過程 

項 目 
2018年９月19日～ 
2019年３月15日 

費用控除後の配当等収益額 277,645,666円 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 40,034,819円 

収益調整金額 319,020,335円 

分配準備積立金額 84,050円 

当ファンドの分配対象収益額 636,784,870円 

１万口当たり収益分配対象額 425円 

１万口当たり分配金額 155円 

収益分配金金額 232,088,275円 

③「ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要

する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の

中から支弁しております。 

「ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用

として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支

弁しております。 

「ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用と

して、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁

しております。 
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オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）

○分配金のお知らせ  

１万口当たり分配金（税込み） 155円 
 
◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2019年３月15日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い 

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。 

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。 

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。 

 

※法人受益者に対する課税は異なります。 

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。 

 

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。 
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